
令和6年11月12日 （火）　～ 令和6年12月31日 （火）　

下関で頑張る起業家をふるさと納税で応援！！

　下関市では、「下関市ふるさと起業家支援補助金」により、下関市で頑張る起業家を応援
しています。この補助金は、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングにより寄
附金を募集し、集まった寄附金を財源として認定事業を支援する制度です。下関市で社会課
題解決や地域振興に取り組む事業者へ温かいご支援・ご協力をお願いします！

  　問合せ先　下関市産業振興部産業振興課 　☎ 083-231-1265

▲寄附金募集サイト

保育園での子どもの日常を映像にして届ける 「movie便り」事業 

「movie便り」は、保育園での日常を映像にまとめ、

日常にある我が子の様子を、仕事や育児を頑張る
保護者の方へ届けます！

寄付による税控除
　寄附をしていただくと所得税や住民税の控除を受けることができます。
　控除を受ける方法は、２つあります。
① 税務署に確定申告をする

　確定申告する際は、下関市が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。　
　発行後、確定申告をされるまでの間、大切に保管して下さい。
② ワンストップ特例制度を利用する
　寄附後、申告特例申請書に必要事項を記入の上、下関市役所に令和７年

　１月１０日（金）までに提出いただくことで利用することができます。
　※ワンストップ特例制度とは？
　　一定の条件を満たした寄附者で本人が希望した場合、寄附を受領した　
　　地方公共団体から寄附者が住所を置いている市町村に対して税金控除
　　に必要な事項を通知することで税金の控除を受けることができる制度です。

【ワンストップ特例制度の利用条件】
　▷所得についての確定申告が不要な給与所得者等であること

　▷寄附した（する予定の）地方公共団体数が５団体以下であること

※事業の詳細や寄附の申込等については、
　ふるさとチョイスのサイト　　

　（https://www.furusato-tax.jp/gcf/3549　募集事業①）

　（https://www.furusato-tax.jp/gcf/3548　募集事業②）
　（https://www.furusato-tax.jp/gcf/3547　募集事業③）

　または  下関市公式HPをご確認下さい。

※ふるさと納税の制度上、下関市民の方には
　返礼品をお渡しできませんのでご注意下さい。 ▲下関市公式HP

クラウドファンディングで寄附金を募集しています！

目標額　 1,200,000円　 

返礼品　 スイーツセット、とらふくの油漬けセット 

認定事業 ①

事業者　白石　美紗子

▲寄附金募集サイト

耕作放棄地の里山を再生し、「里山農業ビレッジ」をつくる事業

子どもたちが里山での作物づくりやワークショップを通して、

里山や農業、伝統文化を学び、大人も一緒になって親子で
楽しめる居場所づくりを目指します！

目標額　 2,000,000円　 
返礼品　 白米、とよらのなたね油 

認定事業 ②

事業者　株式会社きくがわ林菜果

▲寄附金募集サイト

角島の海を感じるキャンドルや石鹸の制作体験ができる場所をつくる事業

角島を訪れた方々の思い出に残る、角島の海をイメージ

した子どもにも作れるキャンドルや石鹸の制作を体験
できる場所づくりを目指します！

目標額　 1,000,000円　 

返礼品　 ふぐの唐揚げ、ジェラートセット、他複数

認定事業 ③

事業者　大羽　智絵


